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伏木富山港引船調達（裸傭船）仕様書
１　総則
　本業務は、伏木富山港において引船を配備するものであり、調達方法は、裸傭船によるものとする。
　契約に関しては、（一社）日本海運集会所の「裸傭船契約書」に準じるが、「裸傭船契約書」に定めのない事項については、別途、協議のうえ定めるものとする。

２　仕様及び数量
　数量　　　引船１隻
　馬力　　　4,000馬力以上
　船齢　　　令和８年12月１日時点で20齢以内
　航行区域　特に規定しない
　必要設備　「船舶安全法」に基づく「船舶設備規程」、「船舶救命設備規則」、「船舶消防設備規則」に準じた必要最低限以上の設備を有すること（下表参考）
	
	項　目
	法規（規程）等
	個数・型式
	備 考

	灯
火
信
号
灯
	マスト灯
	船舶設備規程　第９号表
	３個
	

	
	舷灯
	船舶設備規程　第９号表
	１対
	

	
	船尾灯
	船舶設備規程　第９号表
	１個
	

	
	停泊灯
	船舶設備規程　第９号表
	１個
	

	
	紅灯
	船舶設備規程　第９号表
	２個
	

	
	引船灯
	船舶設備規程　第９号表　備考１
	１個
	

	航
海
用
具
	黒球
	全長20ｍ以上（径60cm以上）
	３個
	

	
	黒色菱形形象物
	船舶設備規程　第９号表　備考１
	１個
	

	
	国旗
	沿海以下
	１枚
	

	
	国際信号旗
	信号符字を有する船舶
	１組
	

	
	汽笛
	船舶設備規程　第146条の７
	130db以上　１個
	

	
	号鐘
	船舶設備規程　第146条の９
	NY－300　１個
	

	
	時計
	沿海以下
	１個
	

	
	双眼鏡
	沿海以下
	１個
	

	
	気圧計
	沿海以下
	アネロイド式　１個
	

	
	傾斜計
	沿海以下
	１個
	

	通信装置
	一般通信用
	船舶設備規程　第311条の22の５
	１個
	

	
	国際VHF無線機
	船舶安全法　第32条の２
	１個
	

	救命具
	救命浮環
	船舶救命設備規則　第70条
	４個（L≧30）
	

	
	救命胴衣
	船舶救命設備規則　第71条
	最大搭載人員分
	

	信号
	自己点火灯
	船舶救命設備規則　第74条
	２個（L≧30）
	

	
	自己発煙信号
	船舶救命設備規則　第74条、75条
	２個（KS－５）
	

	消火
	持運式消火器
	船舶消防設備規則　第60条、第62条第2項
	必要数
	

	
	予備消火剤
	船舶消防設備規則　第71条
	ｎ×0.1又は規定数以上で対応
	

	その他
	係船索
	船舶設備規程　第128条
	１式
	

	
	えい航索
	船舶設備規程　第130条
	１式
	




３　裸傭船契約の期間
　　令和８年12月１日から令和18年11月30日までの10年とする

４　納入場所
　　回航は船主で行い、富山県射水市の伏木富山港（新湊地区）で引き渡すこと

５　納入期限
　　令和８年11月30日（月）

６　その他
（１）伏木富山港では、航行区域を平水区域として使用するため、現在の航行区域が平水区域でない（沿海区域等）場合には、船主の負担で平水区域に変更すること
なお、契約満了後の返船時においても航行区域は平水区域で返船する
（２）引渡完了までに引船に不具合があり船舶の修理等が生じた場合には、船主の負担で行うこと
（３）傭船者から船体及び装備等の確認、点検や運航状況（試運転）の確認の要求があった場合には、遅滞なく対応すること
（４）引船調達において、疑義が生じた場合には、別途、協議のうえ定めるものとする
